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就業規則 

 
平成２７年４月１日施行 

平成２７年９月２日変更 

平成２９年１２月１日変更 

２０２０年２月２６日変更 

２０２２年１２月２１日変更  

２０２３年１２月２０日変更 

 

第１章 総則 

 
（目的） 

第１条 この就業規則（以下「規則」という。）は、労働基準法（昭和２２年法律第４９号。以 

下「労基法」という。）第８９条の規定に基づき、電力広域的運営推進機関（以下「本機関」 

という。）の職員の就業に関する事項を定めることを目的とする。 

２ この規則に定める事項のほか、職員の就業に関する事項については、労基法その他関係法令 

の定めるところによる。 

 
（適用範囲） 

第２条 この規則は、嘱託職員、契約職員及び派遣職員には適用せず、当該職員の就業に関する 

基本的事項については、別に定める就業規則又は個別に定める労働契約による。 

２ 本機関への出向者については、原則この規則によるが、一部適用しない労働条件については、 

個別に定める出向協定書による。 

 
（規則の遵守） 

第３条 本機関は、この規則に定める労働条件により、職員に就業させる義務を負う。また、職 

員は、この規則を遵守しなければならない。 

 

 
第２章 人事 

第１節 採用 

（採用） 

第４条 職員の採用は、選考試験により行う。 

２  職員として採用されることを希望する者は、次の書類を本機関に提出しなければならない。 

一  履歴書 

二 その他本機関が必要と認める書類 
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（労働条件の明示） 

第５条 職員の採用に際しては、給与、就業場所、従事する業務、勤務時間、休日その他の労働 

条件を明らかにするための書面の交付及びこの規則を周知して労働条件を明示するものとす 

る。 

 
第２節 異動 

 
（異動） 

第６条 本機関は、業務の都合により必要な場合は、職員に就業場所若しくは業務の変更（以下、 

「異動」という）を命ずることがある。 

２ 本機関は、業務の都合により必要な場合は、職員を在籍のまま関係機関等に出向させること 

がある。 

３ 職員は、正当な理由がない限り、前２項の命令を拒むことはできない。 

４ 異動を命じられた職員は、後任者に対して、業務の引継ぎを行わなければならない。 

第３節 休職 

（休職） 

第７条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の期間休職とする。 

一 私傷病休暇の期間が経過してなお勤務できない場合 

イ 勤続年数３年未満の職員 １年を超えない範囲で本機関が必要と認める期間 

ロ 勤続年数３年以上１０年未満の職員 ２年を超えない範囲で本機関が必要と認める期 

間 

ハ 勤続年数１０年以上の職員 ３年を超えない範囲で本機関が必要と認める期間 

二 特別の事情があり、本機関が休職を相当と認めた場合 本機関が必要と認める期間 

２  前項の規定にかかわらず、業務の都合により必要があると認める場合又は特別の事情があ

る と認める場合は、休職期間を延長することがある。 

３第１項第１号の休職者が、復職後１年以内に同一又は類似の事由により欠勤する場合は、こ 

の欠勤開始日から休職を命ずることとし、その期間は復職前の休職期間に合算する。なお、こ 

の場合の休職期間の範囲は、第１項第１号に規定する範囲を超えないものとする。 

 
（休職期間の取扱い） 

第８条 休職期間中の給与は、原則として支給しない。ただし、前条第１項第１号の場合は、そ 

の休職期間が１年（結核性疾患の場合は２年）に達するまでは、本給及び諸手当（通勤手当を 

除く）の１００分の８０を支給する。 

２ 休職期間は、勤続年数に算入しない。 

 
（復職） 

第９条 休職期間中に休職事由が消滅した場合には、証明書を添付のうえ所定の手続きにより届 

け出て、本機関の承認を得なければならない。 
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２ 期間は、休職の事由が消滅したと認めた場合は、復職を命ずる。 

３ 前項の規定により復職させる場合は、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務 

に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。 

 
第４節 退職及び解雇 

 
（定年） 

第１０条 職員の定年は満６０歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。 

ただし、本人が希望し、本機関が特に必要があると認めた場合は、定年に達した日以降最初の 

３月３１日に退職するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、定年後も引き続き雇用されることを希望し、解雇事由又は退職事 

由に該当しない労働者については、満６５歳まで再雇用する。 

３ 再雇用に関する事項については、別に定める嘱託就業規則によるものとする。 

 
（自己都合退職） 

第１１条 職員が自己の都合で退職しようとする場合は、退職を希望する日の１ヶ月前までに退 

職願を提出しなければならない。 

 
（他の退職） 

第１２条 前２条に規定する場合のほか、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退職と 

し、職員としての身分を失う。 

一 死亡した場合 

二 休職期間が満了した場合（復職した場合を除く。） 

三 本機関の役員に就任した場合 

四 職員が行方不明、失踪又は無断欠勤となり、１ヶ月以上経過した場合 

 
（解雇） 

第１３条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、解雇する。 

一 職員が精神又は身体の障害により業務に堪えられないと認められる場合 

二  職員の職務遂行の能力又は能率が著しく劣り、かつ、上達の見込みが極めて乏しいと認め 

られる場合 

三 機関の業務が継続できなくなった場合その他やむを得ない業務上の都合により必要を生 

じた場合 

四 その他各号に準ずるやむを得ない事由がある場合 

 
（解雇予告） 

第１４条 前条の規定により解雇する場合は、３０日前までに予告しなければならない。ただし、 

予告の日数は、平均賃金を支払った日数に応じて短縮する。 
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（退職者の業務引継ぎ等） 

第１５条 職員が退職又は解雇された場合は、次の各号に掲げることを行わなければならない。 

一 本機関が指定した日までに、本機関が指定した職員に対して業務の引継ぎを行うこと 

二  退職又は解雇の日までに、本機関からの貸与品、保管中の備品、書類その他すべての物品 

を返納すること 

 

 
第３章 服務 

 
第１節 勤務時間及び休憩 

 
（通常勤務） 

第１６条 通常勤務の対象者及び勤務時間等について、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 対象者 次条第１項第１号に定める対象者以外 

二 勤務時間 午前９時００分から午後５時４０分まで、休憩時間を除き、７時間４０分 

三 休憩時間 正午から午後１時までの１時間 

四 一週間の勤務時間 ３８時間２０分 

 
（交替制勤務） 

第１７条 交替制勤務の対象者及び勤務時間等について、次の各号に掲げるとおりとする。 

一 対象者 広域運用センターの一部職員 

二 昼直 午前８時３０分から午後５時１０分まで 

三 夜直 午後４時３０分から翌日の午前９時２０分まで 

四 日勤直  午前９時００分から午後５時４０分 

五 休憩時間（昼直） 勤務時間中に１時間 

六 休憩時間（夜直） 勤務時間中に２時間 

七 休憩時間（日勤直） 正午から午後１時までの１時間 

八 勤務割当 交替制勤務の勤務割当は、前月２５日までに運用部長が定める 

２ 交替制勤務者は毎月１日を起算日とする１ヶ月間の変形労働時間制によるものとし、変形期 

間を平均して、１週間あたり４０時間を超えないものとする。 

 
（勤務時間の変更） 

第１８条 業務上必要があると認める場合は、全部又は一部の職員について、前２条で定める勤 

務時間及び休憩時間を変更することがある。 

２ 通常勤務者は、予め承認を得ることにより、３０分単位で勤務時間の繰り上げ又は繰り下げ 

をすることができる。ただし、通常勤務時間と比較して２時間を超える幅での繰り上げ又は繰 

り下げは認めない。 

 
第２節 休日 
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（休日） 

第１９条 休日は、次の各号に掲げる日とする。 

一 土曜日及び日曜日 

二 国民の祝日に関する法律の定める国民の休日 

三 年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

四  その他本機関が指定する日 

２ 通常勤務者は、前項の休日のうち日曜日を法定休日とする。 

３ 交替制勤務者は、第１項の休日のうち暦週（日曜日から土曜日）において後順に位置する休 

日を法定休日とする。 

 
（休日の振替） 

第２０条 通常勤務者が、業務の実態により前条に定める休日により難いときは、１ヶ月を平均 

して１週間の労働時間が４０時間を超えない範囲において、前条の休日に当たる日を勤務日と 

し、当該勤務日の属する月またはその前月あるいは翌々月までの間の所定労働日を指定して休 

日とする。 

２ 交替制勤務者の休日は予め指定するものとし、その休日は、年間１２０日とする。 

第３節 時間外及び休日勤務等 

（時間外及び休日勤務等） 

第２１条 本機関は、業務上必要がある場合は、第１６条、第１７条、第１９条及び第２０条の 

規定にかかわらず、職員を所定の勤務時間外又は休日に勤務をさせることがある。ただし、１ 

日８時間若しくは１週４０時間を超えて勤務させる場合又は１週を通じ休日なく勤務させる 

場合は、時間外及び休日の勤務に関して所轄労働基準監督署長に届け出た「時間外勤務及び休 

日勤務に関する協定書」の範囲内において、これを行うものとする。 

 
（深夜勤務） 

第２２条 第１７条第１項第３号に該当する勤務に加え、業務上必要がある場合は、時間外及び 

休日の勤務が深夜（午後１０時から翌日午前５時まで）にわたることがある。 

 
（妊産婦職員の就業制限） 

第２３条 妊娠中又は産後１年を経過しない女性職員が請求した場合は、第２１条及び第２２条 

の規定にかかわらず、時間外勤務、休日勤務又は深夜勤務に就かせないものとする。 

 
（災害時の勤務） 

第２４条 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、労基法第 

３３条の規定により、その必要の限度において第２１条の制限を超えて、職員を所定の勤務時 

間外又は休日に勤務させることがある。 
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（当直） 

第２５条 本機関は、業務上必要がある場合は、職員に当直をさせることがある。 

当直時間は次の各号に掲げるとおりとする。 

  一 平日 午後５時４０分から翌日午前９時００分まで 

 二 休日 午前９時００分から翌日午前９時００分まで 

 

 

第４節 休暇 

 
（年次有給休暇） 

第２６条 本機関は、毎年４月１日（以下、「基準日」という）に、２０日の年次有給休暇を与 

える。ただし、基準日前の４月１日から３月３１日までの１年間における全労働日に対する

出勤日の割合（以下、「出勤率」という）が８割以上である事を条件とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、採用初年度の年次有給休暇の付与は１５日とする。 

３ 基準日以後に採用又は復職した職員には、次の表のとおり年次有給休暇を与える。ただ

し、 国等の職員がこの規則の適用を受ける職員となった場合には、本機関は、その者が国等

の職員 を退職する時点において保有していた年次有給休暇の日数を承継する。 
 

採用・復職月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

休 暇 日 数 ２０日 

（１５日） 

１８日 

（１４日） 

１７日 

（１３日） 

１５日 

（１１日） 

１３日 

（１０日） 

１２日 

（９日） 

採用・復職月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

休 暇 日 数 １０日 

（８日） 

８日 

（６日） 

７日 

（５日） 

５日 

（４日） 

３日 

（３日） 

２日 

（１日） 

備考：括弧内の日数は採用者に適用 

 
４ 基準日前１年間の出勤率が８割未満の職員については、前１年間に出勤した日数に応じ、出 

勤率に準じて年次有給休暇を与える。 

５ 第１項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇、特別休暇、生理休暇、産前産後休暇、 

私傷病休暇、公傷病休暇、育児休業、看護休暇、介護休業及び介護休暇の各期間は、出勤した 

ものとみなす。 

６ 年次有給休暇は、労働者が予め請求する時期に取得させる。ただし、労働者が請求した時期 

に年次有給休暇を取得させることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時期に取得させ

ることがある。 

７ 当該年度に付与された年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合は、残日数を翌年 

に２０日を限度として繰り越すことができる。この場合において、翌年度はこれらの繰り越

し 分から先に取得するものとする。 

８ 年次有給休暇については、給与を支給する。 

９ 本機関は、年次有給休暇を取得したことを理由として賃金、賞与その他の処遇において不利 

益な取り扱いはしない。 
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（年次有給休暇の単位） 

第２７条 年次有給休暇は、原則として１日を単位として与えるものとするが、必要に応じて半 

日単位で与えることができる。 

 
（半日単位の年次有給休暇） 

第２８条 職員が半日単位の年次有給休暇を取得した場合の休暇時間は、次の各号に掲げるとお 

りとする。 

一 午前９時００分から午後１時００分 

二 午後１時００分から午後５時４０分 

２ 半日単位の年次有給休暇を取得する場合は、第１６条第１項第３号に定める休憩時間はない 

ものとする。 

 
（特別休暇） 

第２９条 職員が、次の各号のいずれかに該当する場合で勤務しないことが相当であると認めら

れるときは、申し出により、次の各号に掲げる日数を限度として特別休暇を与える。 

 一 本人が結婚する場合  ５日 

 二 配偶者が出産する場合  ２日 

 三 配偶者又は父母が死亡した場合  ７日 

 四 子が死亡した場合  ５日 

 五 祖父母、兄弟姉妹又は配偶者の父母が死亡した場合  ３日 

 六 ３親等内の血族又は２親等内の姻族が死亡した場合  １日 

 七 夏季（６月から１０月までの間に限る）に休暇を取得する場合  ３日 

 八 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が罹災した場合  ７日 

 九 その他本機関が必要と認める場合  機関が必要と認める日数 

２ 前項第１号から第５号までに該当する場合の特別休暇は、連続して与えるものとする。 

３ 特別休暇については、給与を支給する。 

 
（生理休暇） 

第３０条 生理日の就業が著しく困難な場合は、申し出により、生理休暇を与える。 

２ 生理休暇は、１ヶ月（毎月１日を起算日とする）について２日までを有給とし、２日を超え

る日数については無給とする。 

 

（産前産後休暇） 

第３１条 ６週間（多胎妊娠の場合には１４週間）以内に出産予定の女性職員については、予 

め所定の手続きにより届け出ることにより、産前休暇を与える。 

２ 産後８週間については、産後休暇を与える。ただし、産後６週間を経過した女性職員が所定

の手続きにより届け出た場合は、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせるこ

とができる。 

３ 産前産後休暇については、給与を支給する。 
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（私傷病休暇） 

第３２条 業務外の傷病のため療養する必要がある職員については、予め所定の手続きにより届

け出ることにより、私傷病休暇を与える。ただし、やむを得ず予め届け出ることができなかっ

た場合は、その理由を付して事後において承認を求めることができる。 

２ 私傷病休暇は９０日を限度とする。 

３ 私傷病休暇は、原則として１日を単位として与えるものとするが、必要に応じて半日単位

で与えることができる。 

４ 私傷病休暇については、給与を支給する。 

 
（公傷病休暇） 

第３３条 職員が業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため出勤できない場

合は、公傷病休暇を与える。 

２ 公傷病休暇については、給与を支給しない。ただし、最初の３日間については給与を支給す

る。 

３ 前項の給与を支給しない期間については、労働者災害補償保険法（昭和２２年法律第５０

号。以下「労災保険法」という。）に基づく休業補償給付を受ける。 

 
第５節 雑則 

 
（育児休業等） 

第３４条 職員のうち所定の要件に該当する者は、育児休業、子の看護休暇、育児のための時間 

外労働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等の適用を受けることができる。 

２ 前項に定める育児休業等の取扱いについては、育児・介護休業等に関する規程による。 

 
（介護休業等） 

第３５条 職員のうち所定の要件に該当する者は、介護休業、介護休暇、介護のための時間外労 

働及び深夜業の制限並びに所定労働時間の短縮措置等の適用を受けることができる。 

２ 前項に定める介護休業等の取扱いについては、育児・介護休業等に関する規程による。 

 

 
第４章 給与及び退職手当 

 
（給与） 

第３６条 職員の給与に関する具体的取扱いについては、職員給与規程による。 

 
（退職手当） 

第３７条 職員の退職手当に関する具体的取扱いについては、職員退職手当規程による。 

 

 
第５章 服務規律 
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（服務の心得） 

第３８条 職員は、本機関の使命を自覚し、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。ま

た、職員はその職務を遂行するにあたって、法令、諸規程等を遵守し、上司の職務上の命令に 

従わなければならない。 

２ 職員は、次の各号に定める勤務の心得を守らなければならない。 

一 業務規程に定める職員行動規範を遵守し、業務を行わなければならない 

二 許可なく職務以外の目的で本機関の施設、物品等を使用してはならない 

三 職務に関連して自己の利益を図り、又は他より不当に金品を借用し、若しくは贈与を受け 

る等不正な行為を行ってはならない 

四 職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない 

五 許可なく他の会社等の業務に従事してはならない 

六 性的言動等により、相手や第三者に不愉快な思いをさせ、若しくは不利益を与え、又は職 

場環境を害してはならない 

七 職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景にした、業務の適正な範囲を超える 

言動により、相手や第三者に精神的・身体的な苦痛を与え、又は就業環境を害してはならな 

い 

八 前各号のほか、職員は職場秩序の保持に努め、職場の内外を問わず、職員としての品位に 

欠ける行為又は職員としてふさわしくない行為をしてはならない 

 
（損害賠償） 

第３９条 職員が故意又は過失により本機関に損害を与えた場合は、その損害の全部又は一部を 

賠償させることがある。 

２ 前項の賠償責任は、退職した後も免れない。 

 

 
第６章 表彰及び懲戒 

第１節 表彰 

（表彰） 

第４０条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することがある。 

一 業務優秀かつ職務に熱心で他の職員の模範となるとき 

二 本機関が定める国家試験等に合格したとき 

三 社会的功績があり、本機関及び職員の名誉となったとき 

四 その他特に表彰に値する行為があったとき 

 
（永年勤続表彰） 

第４１条 永年誠実に勤続した職員は、勤続１０年目、２０年目及び３０年目に表彰する。 

２  前項の勤続年数は、毎年３月３１日現在をもって計算する。ただし、原則休職期間は算入
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しない。 

 
（表彰の方法等） 

第４２条 前２条の表彰に関する具体的取扱いについては、表彰に関する規程による。 

 

 

 第２節 懲戒 

（懲戒） 

第４３条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、懲戒する。 

一 正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じなかった場合 

二 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退をした場合 

三 故意又は重大な過失により本機関に損害を与えた場合 

四 職場の内外を問わず、本機関の信用を傷つけ、又は名誉を汚す行為があった場合 

五 職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用した場合 

六 職務に関係して金銭、物品その他の利益の供与、供応接待等を受けた場合 

七 不適切な言動により、職場内の秩序又は風紀を乱した場合 

八 本機関の金品を窃取若しくは横領をし、又は窃取若しくは横領をしようとした場合 

九 業務上の指示又は命令に従わなかった場合 

十 重要な経歴を偽り、その他不正な手段により雇入れられた場合 

十一  刑法（明治４０年法律第４５号）その他刑罰法規及び本機関が定める業務規程、就業規

則並びにその他規程等に違反 する行為を行い、職員として不適当と認められた場合 

十二 前各号に準ずる行為があった場合 

２ 前項各号に該当する場合において、その事案が軽微であるときは、情状により懲戒を免ずる 

ことがある。 

 
（懲戒の種類・内容） 

第４４条 懲戒の種類及び内容は、次の各号のとおりとし、事案の内容及び情状に応じて適用す 

る。 

一 けん責 将来を戒める。 

二 減給 給与を減じる。ただし、１回の額は平均賃金の１日分の半額、２回以上の行為を 

対象とする場合の総額は当該期間中における給与の総額の１０分の１を超えないものとす 

る。 

三 出勤停止 ３０日以内で出勤を停止し、その期間中の賃金は支給しない。 

四 降格 職位を免じ、若しくは引き下げ、又は等級を引き下げる。 

五 諭旨退職 退職届を提出するよう勧告する。この場合において１週間以内に退職しない 

場合は、次号の懲戒解雇とする。諭旨退職となる者には、その状況を勘案して退職金の一部 

を支給しないことがある。 

六 懲戒解雇 予告期間を設けることなく、即時解雇する。この場合においては退職金を支 

給せず、労基法第２０条第１項ただし書の定める解雇予告除外事由がある場合には、解雇予
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告手当を支給しない。 

２ けん責、減給、出勤停止又は降格の場合は、始末書を提出させるものとする。 

 

（訓告等） 

第４５条 第４３条第２項の規定により懲戒を免じた場合において、服務を厳正にし、綱紀を保

持するために必要があるときには、文書又は口頭により、厳重注意又は訓告（以下「訓告等」

という）を行うことができる。 

 
（教唆及び幇助） 

第４６条 他人を教唆し又は幇助して懲戒又は訓告等に該当する行為をさせたときは、当該行為 

に準じて懲戒又は訓告等を行う。 

 
（損害賠償との関係） 

第４７条 職員は、懲戒又は訓告等を受けたことにより、第３９条の損害の賠償を免れない。 

 
（懲戒又は訓告等の機関） 

第４８条 本章に定める懲戒又は訓告等は、理事会の議を経て決定する。 

 

 
第７章 安全衛生 

 
（安全及び衛生） 

第４９条 本機関は、職員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場形成のために必要な措 

置を講ずる。 

２ 職員は、安全及び衛生に関する規程及び指示を守り、労働災害の防止に努めなければならな 

い。特に次の各号に定める事項を遵守しなければならない。 

一 安全衛生に関する規則並びに安全管理者等の命令、指示に従うこと。 

二 職場の整理整頓に努め、災害を未然に防止すること。 

三 喫煙は、所定の場所以外では行わないこと。 

四 立入禁止又は通行禁止区域には立ち入らないこと。 

五 火災その他非常災害が発生し、若しくはその危険があることを知り、又はその他の異常を 

認めたときは、直ちに臨機の措置をとるとともに、関係者に連絡し、その被害を最小限にと 

どめるよう努めること。 

 
（健康診断） 

第５０条 本機関は、職員に対して労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）の定めるとこ

ろにより健康診断を行う。 

２ 長時間の労働により疲労の蓄積が認められる労働者に対し、その者の申し出により医師によ 

る面接指導を行う。 

３ 前２項の結果必要と認めるときは、一定期間の就業禁止、労働時間の短縮、配置転換その他 
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健康保持上必要な措置を命ずることがある。 

 

第８章 災害補償 

 
（業務上災害の補償） 

第５１条 職員が業務上又は通勤により、負傷し、若しくは疾病にかかった場合又はその結果心 

身に障害を残し、若しくは死亡した場合は、労基法及び労災保険法に定めるところにより災害

補償を行う。 

 

 
附 則 

（施行期日） 

この規程は、平成２７年４月１日から施行する。                             

 

附 則(平成２７年９月２日) 

（施行期日） 

この規程は、平成２７年９月２日から施行し、平成２７年７月１日に遡って適用する。 

 

附 則（平成２９年１１月２２日） 

（施行期日） 

この規程は、平成２９年１２月１日から施行する。 

 

 附 則（２０２０年２月２６日） 

（施行期日） 

この規程は、２０２０年２月２６日から施行する。 

 

附 則（２０２２年１２月２１日）  

（施行期日） 

この規程は、２０２３年４月１日から施行する。 

 

附 則（２０２３年１２月２０日）  

（施行期日） 

この規程は、２０２３年１２月２０日から施行する。 


